
問２－１ グリーン購入に際して参考にしているもの（環境ラベリング制度等） 

(1) 全地方公共団体 

全地方公共団体において、参考にしている環境ラベリング制度、環境負荷データ表示/提供制度は、

「エコマーク」が 94.4％と最も多く、次いで「グリーンマーク」が 79.2％、「再生紙使用マーク」が 75.3％

となっている。 

(2) 規模別の状況 

都道府県・政令市においては、「エコマーク」が 96.4％の団体で参考にされているほか、「国際エネル

ギースタープログラム」が 87.3％、「低排出ガス車認定制度」が 85.5％と、これらも８割以上で多く参

考にされている。また、「再生紙使用マーク」「グリーン購入法特定調達物品情報提供システム」「グリ

ーン購入ガイドライン及びＧＰＮデータベース」についても７割以上で多く参考にされている。 

また、今回選択肢に追加したエコマークの総合情報サイトである「グリーンステーション」について

は、都道府県・政令市では半数以上の団体が参考にしていると回答している。 

区市及び町村においては、「エコマーク」「グリーンマーク」「再生紙使用マーク」が７割以上の団体

で参考にされている。 

(3) 過去の調査との比較 

グリーン購入に際して参考にしているものについて、過去の調査と比較すると、全体では、「エコマ

ーク」、「グリーンマーク」、「再生紙使用マーク」等を参考としている地方公共団体はこれまでと同様に

多くなっている。 

また、「低排出ガス車認定制度」「省エネラベリング制度」「ＰＣグリーンラベル」「間伐材マーク」な

どを参考とする団体は年々増加している。 

表 グリーン購入に際して参考にしているもの（環境ラベリング制度等）（規模別） 

合 計 エコマーク
グ リ ー ン
マ ー ク

ＰＣグリー
ン ラ ベ ル

国際エネル
ギースター
プログラム

省エネラベ
リング制度
（省エネ性
能 カ タ ロ
グ ）

環境共生住
宅認定制度

環境・エネ
ルギー優良
建築物マー
ク表示制度

低排出ガス
車認定制度

再生紙使用
マーク（Ｒ
マ ー ク ）

55 53 39 10 48 27 1 0 47 42
100.0% 96.4% 70.9% 18.2% 87.3% 49.1% 1.8% 0.0% 85.5% 76.4%
497 480 416 116 266 141 8 10 293 385

100.0% 96.6% 83.7% 23.3% 53.5% 28.4% 1.6% 2.0% 59.0% 77.5%
511 470 387 78 82 41 1 6 170 373

100.0% 92.0% 75.7% 15.3% 16.0% 8.0% 0.2% 1.2% 33.3% 73.0%

1,063 1,003 842 204 396 209 10 16 510 800
100.0% 94.4% 79.2% 19.2% 37.3% 19.7% 0.9% 1.5% 48.0% 75.3%

非 木 材 紙
マ ー ク

ツ リ ー フ
リーマーク

間伐材マー
ク

森林認証制
度

牛乳パック
再利用マー

ク

ＰＥＴボト
ルリサイク
ル推奨マー

ク

衛生マーク

環境主張建
設資材の適
合性証明事

業

自動車の燃
費性能の評
価及び公表
に関する実
施 要 領

グリーン購
入ガイドラ
イン及びＧ
ＰＮデータ
ベ ー ス

8 4 19 6 9 19 1 0 19 39
14.5% 7.3% 34.5% 10.9% 16.4% 34.5% 1.8% 0.0% 34.5% 70.9%
66 41 63 19 128 225 18 2 42 215

13.3% 8.2% 12.7% 3.8% 25.8% 45.3% 3.6% 0.4% 8.5% 43.3%
23 20 32 12 109 187 12 0 19 48

4.5% 3.9% 6.3% 2.3% 21.3% 36.6% 2.3% 0.0% 3.7% 9.4%

97 65 114 37 246 431 31 2 80 302
9.1% 6.1% 10.7% 3.5% 23.1% 40.5% 2.9% 0.2% 7.5% 28.4%

グリーン購
入法特定調
達物品情報
提供システ

ム

グリーンス
テーション
（エコマー
ク商品情報
サ イ ト ）

エコリーフ
環境ラベル

Ｅ Ｐ Ｄ
車種別環境
情報提供制

度

家電製品環
境情報提供
制 度

地域独自の
ラベリング
制度、情報
提 供 制 度

その他ラベ
リ ン グ 制
度、情報提
供 制 度

回 答 な し

合 計

都 道 府 県
・ 政 令 市

区 市

町 村

合 計

都 道 府 県
・ 政 令 市

区 市

町 村

39 28 4 0 6 3 8 2 1
70.9% 50.9% 7.3% 0.0% 10.9% 5.5% 14.5% 3.6% 1.8%
175 70 16 4 24 6 7 3 3

35.2% 14.1% 3.2% 0.8% 4.8% 1.2% 1.4% 0.6% 0.6%
27 29 14 3 11 6 0 2 1

5.3% 5.7% 2.7% 0.6% 2.2% 1.2% 0.0% 0.4% 0.2%

241 127 34 7 41 15 15 7 5
22.7% 11.9% 3.2% 0.7% 3.9% 1.4% 1.4% 0.7% 0.5%
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町 村
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